
260 261

第
１
編

用
語
解
説

第
２
編

指
標
一
覧

第
３
編

参
考
資
料

「働く」「誰かと家族になる」「親になる」ということなどに夢や希望を持つことができ、自分自身の
大切さとともに自分以外の人の大切さを認め、相互に人格と個性を尊重しながら、お互いを支え合える社会
を実現していくことが重要です。
そこで、若者が互いに関わりを持ちながら支え合い、様々な課題を解決していけるよう、仲間づくりの充
実に向けた取組が求められています。
また、結婚を希望する方への支援については、市町村単位での取組に加え、広域的な出会いの場の創出
が求められています。
さらに、県民の子育ての希望を実現するためには、誰もが安心してこどもを生み、育てられる環境を作る
ことが重要です。
安全・安心な出産を迎えるためには、妊娠11週までの妊娠届出により、適切な医療管理下において妊娠
期の経過観察を行っていくことが重要ですが、約5%が妊娠12週以降の妊娠届出となっているため、適切
な時期の相談支援につなげていくことで、妊娠中の女性の不安の解消をしていくことが必要です。
加えて、不妊治療を受けるかどうか悩んでいる方や治療中の方、流産が続き悩んでいる方等、個々の状況
に応じた相談支援が重要となります。
また、若者が、安心して様々なライフイベントにチャレンジできるようにするためには、経済的な自立が
非常に重要ですが、令和5年（2023年）の労働力調査によると、令和5年（2023年）のフリーター数は
134万人となっているなど、不安定な生活を送っている若者が依然として多いため、一人ひとりの状況に応
じたきめ細かい就労支援が求められています。

若者同士が出会い、お互いに支え合える環境づくりを進めるとともに、
就労、結婚、 妊娠、出産など、ライフイベントに応じた支援体制を

整備することで、若者が主体的な選択により、
自らの希望をかなえられる環境を実現します。

若者の仲間づくりの促進やライフイベントに応じた支援
 IV－１－③
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若者が交流し、互いに支え合う仲間づくりを促進するとともに、若者が結婚・妊娠・出産を望んだ場合に
は、それぞれのライフイベントに応じた支援を図ります。
結婚支援については、将来のライフデザインを希望を持って描けることが重要であることから、若い世代の
ライフプランニング支援等を行うとともに、市町村や事業者等と連携した取組を推進します。
また、妊娠中の女性の不安を解消し安心して出産できるよう、相談体制を整えるほか、不妊や不育に悩む方に
支援制度の広報周知を行うとともに、若い世代へ不妊・不育に関する正しい知識の普及啓発を行います。
さらに、若者の就労支援については、多様な支援ニーズに応じ、職業訓練や相談から就職までの一貫した
支援等を図ることで、安定した就労・定着を促進します。

若者の仲間づくりの推進に向けて、若者同士の
出会いそのものを増やす必要があるため、企業・団
体・市町村等と連携し、若者の趣味や関心を切り口
とした仲間づくり・出会いの場を創出します。

IV－1－③－1 若者の出会いや仲間づくりの支援

ちば部キービジュアル

官民が連携した若者の出会いや
仲間づくりの場の創出

県全体で若者の出会いや
仲間づくりを応援する機運の醸成

コラムちば

かかりつけ医を
もちましょう
　かかりつけ医とは、健康に関する
ことをなんでも相談できる上、最新
の医療情報を熟知して、必要な時には専門的な医療
機関等を紹介してくれる医師のことです。
　日常の健康管理がしやすくなり、必要なときに専
門医療へスムーズにつながることができることから、
かかりつけ医をもつと安心です。

コラムちば

オーラルフレイル
　口腔機能の軽微な衰えが始まった状態を指す言葉で、「口腔機能の虚弱」とも訳され
ます。これは、口の機能の健康な状態と口腔機能障害との間にある状態のことです。
　口腔機能の低下は、全身の虚弱（フレイル）につながることから、口腔機能の衰えを
自覚しやすくなる中年期から、定期的な歯科検診や、舌や口の体操などにより、咀嚼や
嚥下、会話等の口腔機能の維持・向上を図ることが重要です。

コラムちば

介護テクノロジー
　介護現場では、高齢者の自立支援や介護者の負担軽減などを目的とし、ロボット、
ＩＣＴやＩｏＴ、ＡＩなどのテクノロジーの活用が広がっています。
　例えば、体調や介護の記録を共有できる介護ソフト、健康状態の見守りや転倒予防の
ためのセンサー、移動や入浴を補助するロボットなどが導入されています。
　こうした技術の活用によって、業務の効率化や職員の負担軽減が図られるとともに、介護サービスの
質の向上につながることが期待されることから、県では、介護ロボットやＩＣＴ機器等の介護テクノロ
ジーの導入や有効活用に向けた支援を行っています。

コラムちば

依存症対策の推進
　アルコールやギャンブルなどの依存
症は、早期の支援や適切な治療により
回復が期待できる一方、本人が依存症
であるという認識を持ちにくく、必要な治療や支援を
受けられていない人が多いという課題があります。
　また、近年、オンラインカジノやゲーム障害など、
新たな依存の問題が顕在化しています。
　県では、医療機関や自助グループなどの関係機関と
連携し、普及啓発、適切な治療及び回復支援、再発防
止等、切れ目のない支援体制の構築を推進します。

コラムちば

こどもまんなか社会
　こどもまんなか社会とは、全てのこどもが健やかに育ち、自分らしく生きられる社会を
目指す理念です。
　令和5年（2023年）に設立されたこども家庭庁が中心となり、こども基本法に基づく
「こども大綱」で初めて明確に示されました。
　こどもを権利の主体として尊重し、政策にその声を反映させることで、家庭・学校・
地域が連携しながら、こどものウェルビーイングを支える社会の実現を目指しています。

コラムちば

男性の育児休業取得促進

コラムちば

　近年、児童相談所における虐待相
談対応件数の増加や事案の複雑・多
様化等により、職員の負担が大きく
なっています。
　また、児童相談所1か所当たりの
管轄人口が全国平均を大きく上回っていることか
ら、管轄区域の見直しが求められています。
　県では、このような状況を踏まえ、印旛郡市を管
轄する印旛児童相談所（予定）と、松戸市・鎌ケ谷
市を管轄する松戸児童相談所（予定）の令和8年度
（2026 年度）中の新設整備を進めています。
　児童相談所の新設により、職員の負担軽減や適切
な虐待対応の実施、市町村との連携強化、相談者の
利便性向上、一時保護所の改善等を図ります。

　男性の育児休業取得率は、制度を利用しづらい職場
の雰囲気等が影響し、長年低迷していましたが、近年
は、制度や社会的認識の変化等により、取得率が急速
に上昇しています。
　企業の男性労働者の育児休業取得率等の公表義務に
ついて、令和7年（2025年）4月から対象が拡大し、
300人超の企業も対象になるなど、ジェンダー平等や
少子化対策の推進に向けた取組が広がっています。

コラムちば

若者の仲間づくり支援事業
（ミラチバプロジェクト）

コラムちば

ＳＴＥＡＭ教育
　「ＳＴＥＡＭ教育」とは、科学・
技術・工学・芸術・数学の各教科で
の学習を、実社会での問題発見・解決に生かしていく
ため、それぞれ単独ではなく教科等横断的な学びを推
進する教育です。
　様々な分野が複雑に関係する現代社会において、新
たな価値を創造し、社会の担い手となる人材を育成す
る上で非常に重要であると捉えており、各学校におけ
るＳＴＥＡＭ教育の推進に努めていきます。

コラムちば

部活動の地域展開
　こどもたちのスポーツ・文化芸術活動は、学校部活動がこれまで大
きな役割を担ってきました。一方で、今後は少子化等により、学校部
活動の活動維持が困難となっていくと言われています。
　国は、地域人材の協力を得て、地域のスポーツ・文化芸術活動として
活動する方針を示しています。県では、学校と地域が連携しながら、当該地域の課題やニーズに応じ、
望ましいスポーツ・文化芸術活動の在り方が創出されるよう、多面的にサポートをしていきます。

コラムちば

青少年相談員
　青少年相談員は千葉県独自の制度で、次代を
担う青少年を地域で守り育てるという理念のも
と、地域の青少年健全育成のリーダー的存在と
して、昭和38年（1963年）10月に設置されま
した。
　青少年の相談に応じて指導助言を行うほか、
各種スポーツや野外活動並びに文化活動を通し
た体験学習等の企画・運営を中心に、県内各地
で地域の特色を生かした様々な青少
年健全育成活動を展開しています。
青少年相談員：https://www.pref.chiba.lg.jp/
kkbunka/kenzenikusei/soudan/soudanin.html

コラムちば

ＤＸを活用したこどもの居場所づくり
 インターネット上に作られた仮想空間であるメタバースは、自分の分身となるアバ
ターを介して、コミュニケーションを取ることや、擬似体験を行うことができる
ため、対人関係での不安を和らげ、自発的な交流を促す効果が期待できます。
　県では、不登校の児童生徒のメタバース上での交流の場として「放課後メタ
バースちば～こさぽんの家～」を開設しました。思い思いのアバターを使って、
自分の気持ちを表現したり、好きなことや興味のあることで仲間とつながったり
するなど、安心して過ごせる場所となるよう取り組んでいきます。

資料：千葉県「働きやすい職場環境づくり取組状況調査報告書」

児童相談所の新設

　若者の仲間づくり支援事業（ミラチバプロジェクト）は、官民連携により、若者の
出会いや繋がりを県全体で応援していく取組です。
　この取組の一環として、若者同士が趣味や関心でつながる「部活動」のような地域
密着型のコミュニティ「ちば部」を発足しました。「ちば部」の中に様々な部活動チー
ムを立ち上げ、チームごとの交流イベントの中で若者の仲間づくりを応援します。
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「働く」「誰かと家族になる」「親になる」ということなどに夢や希望を持つことができ、自分自身の
大切さとともに自分以外の人の大切さを認め、相互に人格と個性を尊重しながら、お互いを支え合える社会
を実現していくことが重要です。
そこで、若者が互いに関わりを持ちながら支え合い、様々な課題を解決していけるよう、仲間づくりの充
実に向けた取組が求められています。
また、結婚を希望する方への支援については、市町村単位での取組に加え、広域的な出会いの場の創出
が求められています。
さらに、県民の子育ての希望を実現するためには、誰もが安心してこどもを生み、育てられる環境を作る
ことが重要です。
安全・安心な出産を迎えるためには、妊娠11週までの妊娠届出により、適切な医療管理下において妊娠
期の経過観察を行っていくことが重要ですが、約5%が妊娠12週以降の妊娠届出となっているため、適切
な時期の相談支援につなげていくことで、妊娠中の女性の不安の解消をしていくことが必要です。
加えて、不妊治療を受けるかどうか悩んでいる方や治療中の方、流産が続き悩んでいる方等、個々の状況
に応じた相談支援が重要となります。
また、若者が、安心して様々なライフイベントにチャレンジできるようにするためには、経済的な自立が
非常に重要ですが、令和5年（2023年）の労働力調査によると、令和5年（2023年）のフリーター数は
134万人となっているなど、不安定な生活を送っている若者が依然として多いため、一人ひとりの状況に応
じたきめ細かい就労支援が求められています。

若者同士が出会い、お互いに支え合える環境づくりを進めるとともに、
就労、結婚、 妊娠、出産など、ライフイベントに応じた支援体制を
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若者が交流し、互いに支え合う仲間づくりを促進するとともに、若者が結婚・妊娠・出産を望んだ場合に
は、それぞれのライフイベントに応じた支援を図ります。
結婚支援については、将来のライフデザインを希望を持って描けることが重要であることから、若い世代の
ライフプランニング支援等を行うとともに、市町村や事業者等と連携した取組を推進します。
また、妊娠中の女性の不安を解消し安心して出産できるよう、相談体制を整えるほか、不妊や不育に悩む方に
支援制度の広報周知を行うとともに、若い世代へ不妊・不育に関する正しい知識の普及啓発を行います。
さらに、若者の就労支援については、多様な支援ニーズに応じ、職業訓練や相談から就職までの一貫した
支援等を図ることで、安定した就労・定着を促進します。

若者の仲間づくりの推進に向けて、若者同士の
出会いそのものを増やす必要があるため、企業・団
体・市町村等と連携し、若者の趣味や関心を切り口
とした仲間づくり・出会いの場を創出します。
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ためのセンサー、移動や入浴を補助するロボットなどが導入されています。
　こうした技術の活用によって、業務の効率化や職員の負担軽減が図られるとともに、介護サービスの
質の向上につながることが期待されることから、県では、介護ロボットやＩＣＴ機器等の介護テクノロ
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　アルコールやギャンブルなどの依存
症は、早期の支援や適切な治療により
回復が期待できる一方、本人が依存症
であるという認識を持ちにくく、必要な治療や支援を
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若者の仲間づくり支援事業
（ミラチバプロジェクト）
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技術・工学・芸術・数学の各教科で
の学習を、実社会での問題発見・解決に生かしていく
ため、それぞれ単独ではなく教科等横断的な学びを推
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　様々な分野が複雑に関係する現代社会において、新
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コラムちば
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担う青少年を地域で守り育てるという理念のも
と、地域の青少年健全育成のリーダー的存在と
して、昭和38年（1963年）10月に設置されま
した。
　青少年の相談に応じて指導助言を行うほか、
各種スポーツや野外活動並びに文化活動を通し
た体験学習等の企画・運営を中心に、県内各地
で地域の特色を生かした様々な青少
年健全育成活動を展開しています。
青少年相談員：https://www.pref.chiba.lg.jp/
kkbunka/kenzenikusei/soudan/soudanin.html

コラムちば

ＤＸを活用したこどもの居場所づくり
 インターネット上に作られた仮想空間であるメタバースは、自分の分身となるアバ
ターを介して、コミュニケーションを取ることや、擬似体験を行うことができる
ため、対人関係での不安を和らげ、自発的な交流を促す効果が期待できます。
　県では、不登校の児童生徒のメタバース上での交流の場として「放課後メタ
バースちば～こさぽんの家～」を開設しました。思い思いのアバターを使って、
自分の気持ちを表現したり、好きなことや興味のあることで仲間とつながったり
するなど、安心して過ごせる場所となるよう取り組んでいきます。

資料：千葉県「働きやすい職場環境づくり取組状況調査報告書」

児童相談所の新設

　若者の仲間づくり支援事業（ミラチバプロジェクト）は、官民連携により、若者の
出会いや繋がりを県全体で応援していく取組です。
　この取組の一環として、若者同士が趣味や関心でつながる「部活動」のような地域
密着型のコミュニティ「ちば部」を発足しました。「ちば部」の中に様々な部活動チー
ムを立ち上げ、チームごとの交流イベントの中で若者の仲間づくりを応援します。
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若い世代のライフデザインの構築や県民の結婚の希望をかなえるため、自らのライ
フデザインを考える機会を設け、将来に対する意識の醸成を図るとともに、スマート
フォン用アプリやウェブサイトを活用して、県や市町村が実施するイベントや各種支援
等に関する情報提供や広域的行政の立場からの支援を行います。

IV－1－③－2 ライフデザインの構築と
結婚の希望をかなえるための支援
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ライフイベントに応じた情報提供

若者のライフデザインの
設計に向けた意識の醸成

広域的な結婚支援事業の実施

県民の妊娠・出産の希望をかなえるため、不妊症や不育症に関する相談支援や支
援制度の広報周知を行うとともに、若い世代に対する不妊に関する正しい知識の普
及啓発等を行います。
また、不育症に関する検査費用の助成や制度の広報を行うとともに、妊娠中の女
性の不安を解消し、安心して出産できるよう、より一層の普及啓発と相談支援を行
います。

新規学卒者や、フリーターなどの若年者、就職氷河期世代等を対象として、安定的
な就労に結び付く職業訓練や相談から就職までの一貫した支援、企業に対する要
請・啓発などにより、正規雇用としての就労・定着を促進します。
また、若年無業者への職業的自立支援のほか、フリーターをはじめとする職業能力
を形成する機会に恵まれなかった若者の多様なニーズに合った就労・定着支援を実
施します。
さらに、将来のキャリアや所得への不安を抱える働く
若者に対し、相談や交流会などを通じてステップアップ
を支援します。

IV－1－③－3

IV－1－③－4

妊娠・出産の希望を
かなえるための支援

若者・現役世代の経済的自立と
就労支援

若い世代に向けた
妊娠・出産・不妊に関する知識の普及啓発

正規雇用での就労を希望する
若年者に対する支援（再掲）

母体搬送コーディネート体制
(24時間・365日体制)の確保（再掲）

将来のキャリアやライフプランを見据えた
働く若者に対する支援

不妊・不育に悩む人への支援

若年無業者等の職業的自立支援（再掲）

母体の県域を越えた緊急搬送の適正な運用（再掲）こども家庭センターの運営支援

雇用に結び付く効果的な
職業訓練の実施（再掲）

周産期母子医療センターの支援（再掲）

就職氷河期世代を含むミドル世代に対する
就労・定着支援（再掲）
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